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概要

【 川越市景観計画】

　 川越市では、 昭和 6 3  年に川越市都市景観条例を 制定し 、 市内全域を 対象と し て優れた都市景観の保全

及び創造を図るこ と により 、 快適な都市の実現を 目指し てき まし た。

　 川越市の目指し てき た都市景観に対する理念及び目的を 踏まえ、 こ れまでの取り 組みを 継承すると と も

に、 よ り 良好な都市景観の形成を 図る ため、 平成 2 6 年に景観法第８ 条第１ 項に定める「 景観計画」 と し

て策定し たも のです。

【 景観計画の区域】

　 川越市では、 市内全域を 景観計画の区域と し たう えで「 都市景観誘導地域」 と 「 都市景観形成地域」 に

区分し 、 それぞれに都市景観形成基準を 定め、 都市景観の形成を 図っ ています。

１ 　 都市景観誘導地域

　 都市景観の形成上影響の大き い大規模な建築物や工作物について、 立地する地域の都市景観の特性を 考

慮し ながら 計画を 進めるこ と により 、 良好な都市景観の形成を 図る 地域です。 都市景観形成地域を 除く 市

内全域が対象と なり ます。

２ 　 都市景観形成地域

　 歴史的町並みが残る 旧城下町や駅周辺など、 川越の特性を 表す地域やこ れから の川越の都市景観を 創出

し ていく 地域を 指定し 、それぞれの地域の都市景観の特性を 考慮し つつ、地域の方々と 行政が協働し ながら 、

重点的、 かつ、 き め細やかに都市景観の形成を 図る地域です。

景観計画区域である 市内全域を「 都市景観誘導地域」 と 「 都市景観

形成地域」 に区分し 、 それぞれに届出対象行為と 都市景観形成基準

を 定めます。

都市景観誘導地域

　 大規模な 建築物や工

作物を 対象と し て、 地

域の特性を 考慮し な が

ら 良好な 都市景観の形

成を 進める地域です。

都市景観形成地域

　 住民と 行政が協働し

て、 都市景観の形成を

進める地域です。

【 地域の区分】

都市景観形成地域

　  川越十ヵ 町地区

　  ク レ アモール・ 八幡通り ・

　  中央通り 周辺地区（ ク レ ・ 八・ 中地区）

　  川越駅西口地区

　  喜多院周辺地区

※着色さ れた地域以外は「 都市景観誘導地域」

本川越駅

川越市駅

川越駅
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都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

届出対象行為
規模

都市景観誘導地域 都市景観形成地域

建築物

（ 法第1 6 条

第１ 項 第 １

号）

建築物の新築、 増築、 改築若し

く は移転、 外観を変更するこ と

と なる修繕若し く は模様替又は

色彩の変更

ただし 、 外観を変更するこ と と

なる修繕若し く は模様替又は色

彩の変更については、 当該建築

物の屋根又は外壁それぞれの過

半について行う 行為に限る

以下のいずれかに該当する場合

①高さ が1 5m を超える建築物

②建築面積が1 ,000 ㎡を超える

建築物

全ての建築物

※1

工作物

（ 法第1 6 条

第１ 項 第 ２

号）

工作物の新設、 増築、 改築若し

く は移転、 外観を変更するこ と

と なる修繕若し く は模様替又は

色彩の変更

ただし 、 外観を変更するこ と と

なる修繕若し く は模様替又は色

彩の変更については、 当該工作

物の外観の過半について行う 行

為に限る

以下のいずれかに該当する場合

①高さ が1 5m を超える工作物

②建築物等に定着し 、 又は継

続的に設置さ れる も ので あっ

て 、 当該建築物の高さ と の合

計が15 m を超えるエ作物

以下のいずれかに該当する場合

※2

①高さ が10 m を超える工作物

②建築物等に定着し 、 又は継

続的に設置さ れる も ので あっ

て 、 当該建築物の高さ と の合

計が10 m を超えるエ作物

③高さ が2 m を 超える 門・ 塀、

擁壁

そ の 他 良 好

な 景 観 の 形

成に 支 障 を

及ぼ す お そ

れの あ る 行

為

（ 法第1 6 条

第 1 項 第 4

号・ 条 例 第

18条）

木竹の伐採

（ 景観法施行令第4 条第2 号）

以下のいずれかに該当する場合

①高さ が10 m を超える木竹

②1 .5 m の高さ における幹の周

囲が1m を超える木竹

建築物又は工作物の除却
建築物の欄又は工作物の欄に

掲げる規模　 ※3

屋外広告物の表示、 移転又は

その内容の変更
全ての屋外広告物　 ※4

【 届出対象行為と 届出対象規模】

※ 1 　 1  床面積の合計が 5 ㎡以下かつ最高の高さ が 5 m 以下の建築物を除く

　 　 　 2   工事を施工するために現場に設ける事務所、 下小屋、 資材置場その他こ れら に類する建築物で仮設の建築物を除く

　 　 　 3  建築物の増築で、 その外観に影響を及ぼさ ないも のを除く

※ 2 　 工作物の高さ が 1 0 m を超え 1 5 m 以下の工作物のう ち、 次のいずれかに該当するも のを除く

　 　 　 　 イ 　 架空電線路用のも の

　 　 　 　 ロ 　 電気事業法第 2 条第 1 項第 1 0 号に規定する電気事業者及び同項第 1 2 号に規定する卸供給事業者の保安通信

設備用のも の

　 　 　 　 ハ　 電気通信事業法第 2 条第 5 号に規定する電気通信事業者の電気通信用のも の

※ 3 　 建築物の欄又は工作物の欄に掲げた届出対象行為に伴う 建築物や工作物の除却は除く

※ 4 　 川越市屋外広告物条例の規定により 許可を受けた屋外広告物を除く
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概要

【 都市景観誘導地域・ 都市景観形成地域の位置】

１ 「 都市景観誘導地域」 →市内全域（ ２ でリ スト アッ プさ れているも のを 除く ）

２ 「 都市景観形成地域」 →以下のリ スト のと おり

※１ 　 全域が「 伝統的建造物群保存地区」 です。

※２ 　 一部が「 伝統的建造物群保存地区」 です。

　 　 　 ※１ ※２ と も に景観の届出は不要ですが、 伝統的建造物郡保存地区における手続きが必要です。

　 　 　 詳細は１ １ ページ参照

エリ ア 地区名
都市景観
協議会 伝建地区

まちづく り
ルール 形成基準

頭文字 町名地番 全部 一部 （ 地区内地区） （ 要相談） （ 要相談）

あ 旭町１ 丁目（ あさ ひちょ う ） 〇 川越駅西口 P.2 0

あ 新宿町１ 丁目（ あら じ ゅく まち） 〇 川越駅西口 P.2 0

お 大手町（ おおてまち） 〇 川越十ヵ 町 P.9

き 喜多町（ き たまち） 〇 川越十ヵ 町 P.9

こ 小仙波町１ 丁目（ こ せんばまち） 〇 喜多院周辺 〇 P.2 3

こ 小仙波町２ 丁目（ こ せんばまち） 〇 喜多院周辺 〇 P.2 3

こ 小仙波町３ 丁目（ こ せんばまち） 〇 喜多院周辺 〇 P.2 3

こ 小仙波町４ 丁目（ こ せんばまち） 〇
喜多院周辺

（ B-（ イ ）地区）
〇 P.2 3

こ 小仙波町５ 丁目（ こ せんばまち） 〇 喜多院周辺 〇 P.2 3

さ 幸町（ さ いわいちょ う ） 〇 川越十ヵ 町 ※１ 〇 P.9

し 志多町（ し たまち） 〇 川越十ヵ 町 P.9

し 新富町１ 丁目（ し んと みちょ う ） 〇 ク レ・ ハ・ 中 〇 〇 P.1 5

し 新富町２ 丁目（ し んと みちょ う ） 〇 ク レ・ ハ・ 中 〇 〇 P.1 5

す 末広町２ 丁目（ すえひろ ちょ う ） 〇 川越十ヵ 町 P.9

と 通町（ と おり まち） 〇 ク レ・ ハ・ 中 〇 P.1 5

な 仲町（ なかちょ う ） 〇 川越十ヵ 町 ※２ 〇 P.9

な 中原町１ 丁目（ なかはら ちょ う ） 〇
ク レ・ ハ・ 中
（ 中央通り ）

〇 P.1 5

に 西小仙波町１ 丁目（ にし こ せんばまち） 〇 喜多院周辺 〇 P.2 3

に 西小仙波町２ 丁目（ にし こ せんばまち） 〇
喜多院周辺

（ B-（ イ ）地区）
〇 P.2 3

ま 松江町２ 丁目（ まつえちょ う ） 〇 川越十ヵ 町 P.9

み 宮下町１ 丁目（ みやし たまち） 〇 川越十ヵ 町 P.9

み 宮下町２ 丁目（ みやし たまち） 〇 川越十ヵ 町 P.9

み 南通町（ みなみと おり まち） 〇 ク レ・ ハ・ 中 〇 P.1 5

も 元町１ 丁目（ も と まち） 〇 川越十ヵ 町 ※２ 〇 P.9

も 元町２ 丁目（ も と まち） 〇 川越十ヵ 町 ※２ 〇 P.9

れ 連雀町（ 日高県道以北）（ れんじ ゃ く ちょ う ） 〇 川越十ヵ 町 〇 P.9

れ 連雀町（ 日高県道以南）（ れんじ ゃ く ちょ う ） 〇
ク レ・ ハ・ 中
（ 中央通り ）

〇 P.1 5

わ 脇田町（ わき たまち） 〇
ク レ・ ハ・ 中

（ ク レアモール）
〇 P.1 5
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都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

【 都市景観形成地域　 指定位置図】 ※イ メ ージ図　 実際のエリ アから 若干のずれがあり ます。

川越十ヵ 町地区　 都市景観形成地域 → P.9

伝統的建造物群

保存地区

喜多院周辺地区　 都市景観形成地域 →P.2 3

ク レ アモール・ 八幡通り ・ 中央通り

周辺地区　 都市景観形成地域 →P.1 5

川越駅西口地区

都市景観形成地域 → P.2 0
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概要

川越市景観計画区域

都市景観形成地域

届出基準（ 地域毎に届出が必要と なる行為や規模が決めら れています。）

規模非該当 規模該当

届出不要

※　 届出の有無

に関わら ず、 景

観計画の方針や

基準に沿っ た計

画にする 必要が

あり ます。

事前相談・ 協議

　 方針・ 都市景観形成基準と の整合性・ 手続き 等について、

事前に都市景観課都市景観担当にご相談く ださ い。

　 また、 都市景観形成地域での届出を 要する 行為かつ、 当

該地区に都市景観推進団体が存在する場合や地域の自主規

定がある 場合、 市は同団体に意見を 聞く よ う に求めるこ と

があり ます。 →右ページ１

行為の届出（ 景観法第１ ６ 条第１ 項）　 →右ページ２

各地域の都市景観形成基準に適合し ているか確認を行います。

助言・ 指導

勧告・ 変更命令
（ 景観法第１ ６ 条第３ 項、 第１ ７ 条第１ 項）

（ 届出から 3 0 日後） 行為の着手

行為の変更　 →右ページ４

行為の完了　 →右ページ５

都
市
景
観
推
進
団
体
・

地
域
の
自
主
規
定
に
基
づ
く

都
市
景
観
協
議
会

着手制限

→右ページ３
3 0 日間

適合

適合

適合

不適合

不適合

【 行為の届出の流れ】

都市景観誘導地域

→ P.7

川越十ヵ 町地区

→ P.9

ク レ・ 八・ 中周辺地区

→ P.1 5

喜多院周辺地区

→ P.2 3

川越駅西口地区

→ P.2 0
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都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

１ 　 事前協議

　  　 地元と の事前協議については、 ２ 〜 3 か月程度かかる場合が想定さ れるため、 届出の提出後の着手制

限と 合わせ、 協議開始から 着手まで３ 〜 4 か月程度かかるこ と も あり ます。 対応方法については以下の

と おり です。

　 ①　 新富町まちづく り 委員会→直接ご連絡し てく ださ い。（ 連絡先： 1 9 ページ）

　 ② 　 その他→都市景観課が仲介し ますので、 資料を ご準備の上改めてご相談く ださ い。（ 必要な資料は

「 ２ 　 行為の届出」 参照）

２ 　 行為の届出

　 　 行為に着手する前に、 以下の必要書類について、 正副２ 部の提出が必要です。

　 ①　 景観計画区域内における行為の届出書（ 様式第２ 号）

　 ②　 都市景観形成基準適合確認書（ 該当するエリ アの様式を ご使用く ださ い）　

　 ③　 案内図

　 ④　 配置図（ 外構及び植栽計画がわかるも の）

　 ⑤　 各階平面図

　 ⑥　 断面図

　 ⑦　 着色さ れた立面図（ 必要に応じ てマンセル値を入力し てく ださ い）

　 ⑧　 外構平面図

　 ⑨　 届出日現在の計画地のカ ラ ー写真（ 工事前の様子を 写し たも の、 可能な限り ４ 面分）

３ 　 着手制限

　  　 届出が市に受理さ れてから ３ ０ 日間は、 景観法第１ ８ 条第１ 項に基づき、 原則と し て当該届出に係る

行為に着手するこ と は出来ません。

　（ 景観法第１ ６ 条第１ 項又は第２ 項の規定による届出の場合）

４ 　 行為の変更

　 　 行為の届出後に形態や色彩等に変更があっ た場合には、 以下の書類を届け出る必要があり ます。

　 ①　 景観計画区域内における行為の変更届出書（ 様式第３ 号）

　 ②　 行為の変更箇所が分かる図面等

　 ③　 その他、 協議・ 相談において必要と なっ た書類

５ 　 行為の完了

　 　 行為の完了後には、 以下の書類を 届け出る必要があり ます。

　 ①　 景観計画区域内における行為の完了・ 中止届出書（ 様式第４ 号）

　 ②　 行為の完了後のカ ラ ー写真（ 工事後の様子を 写し たも の、 可能な限り ４ 面分）

　 ③　 その他、 協議・ 相談において必要と なっ た書類

【 参考】

　 様式第１ 〜４ 号については、 市ホームページから ダウンロード でき ます。

　 必要に応じ て、 以下の U RL 若し く は Q R コ ード から ご利用く ださ い。

　 都市景観誘導地域

　  http s://w w w .city.kaw ago e .sa itam a .j p /sh ise i/to sh i_ m ach izukuri/m ach izukuri/to s

　 h ike ikan/ke ikanPlanJo re i/ke ikanyud o .h tm l

　 都市景観形成地域

　 http s://w w w .city.kaw ago e .sa itam a .j p /sh ise i/to sh i_ m ach izukuri/m ach izukuri/to s

　 h ike ikan/ke ikanPlanJo re i/ke ikanke ise i/ke ikanke ise ich iik i.htm l

都市景観形成地域

都市景観誘導地域
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都市景観誘導地域

　 道路や河川などの公共施設をはじ め、全ての建築物や工作物は都市景観を形成する重要な要素です。計画において、

周辺の景観特性に配慮し つつ、 き め細かいデザイ ン検討を行う 必要があり ます。

　 特に、景観への影響が大き い大規模な建築物や工作物を建築し よう と する際には、周辺環境への調和やエコ ロジー、

ユニバーサルデザイ ンについても 考慮する必要があり ます。

主なルール （ 都市景観形成基準から 抜粋）

１ . 公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を図ると と も に、 壁面

　 の後退や分節化などにより 、 圧迫感を与えないよう に配慮する。

２ . 屋根や壁面の形態・ 意匠は、 周辺の町並みや環境に配慮する。

３ . 道路に面し て門塀、 擁壁等を設ける場合は、 その前面に植樹するなど圧迫感を与えないよう に配慮する。

４ . 既存樹木については、 できる限り 保存し 活かす。

大規模建築物等の景観上配慮すべき事項の例

半にわたる色彩及び材質の変更を次条に定める地域内に

おいて行おう と する者は、規則で定めるところにより 、あら

かじ めその内容を市長に届け出なければならない。

（ 大規模建築物等届出地域）

第16 条

　 市長は、都市景観形成地域以外の地域で、次に掲げるも

のを大規模建築物等届出地域とし て、指定すること ができ

る。

　 都市景観形成地域の都市景観形成のために必要な当

該都市景観形成地域の周辺の地域

　 都市景観形成地域に準じ て都市景観の形成を図って

いく 必要がある地域

　 前２号に定めるも ののほか、市長が必要と 認める地域

２　 地域指定に係る諮問（ 略）

３　 地域指定に係る告示（ 略）

４　 地域指定に係る変更又は解除（ 略）

（ 大規模建築物等に係る助言及び指導）

第17 条

　 市長は、大規模建築物等届出地域内における大規模建

築物等に係る届出をし た者に対し て、都市景観の形成に資

するため必要があると 認めるときは、必要な措置を講ずる

よう 助言し 、又は指導すること ができる。

２　 市長は、前項の規定により 助言し 、又は指導する場合に

おいて、必要と 認めると きは、あら かじ め川越市都市景観

第７条

　 条例第1 5 条に規定する都市景観の形成に大きな影響を

与える建築物及び工作物で大規模なも の及び色彩、形状等

が特殊なも のとし て規則で定めるも のは、次に掲げるも の

とする。

　 高さ が1 5メ ート ルを超え、又は建築面積が1 0 0 0 平方

メ ート ルを超える建築物

　 高さ が1 5メ ート ル（ 建築物に定着し 、又は継続し て設

置さ れる場合にあっては、当該建築物の高さと の合計が1 5

メ ート ル）を超える工作物

（ 大規模建築物等の行為の届出）

第８条

　 条例第1 5 条の規定による届出は、大規模建築物等の行

為の届出書（ 様式第３号）により 行う も のとする。

２ 　 前項の届出には、別表第２ の行為の欄に掲げる行為に

応じてそれぞれ該当図書の欄に掲げる図書を添付しなけれ

ばならない。ただし 、市長が特に添付を要し ないと 認めるも

のについては、この限りでない。

３　 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と 認める図書

の添付を求めること ができる。

４　 前３項の規定は、大規模建築物等の行為の届出の内容

を変更する場合について準用する。

５　 条例第1 5 条の規定による届出に係る行為を完了し 、又

は中止したと きは、速やかに大規模建築物等の行為の完了

築、大規模の修繕
又は大規模の模様
替

各階の平面図

各面の立面図

主要部２ 面以上
の断面図

外構平面図

状況カ ラ ー写真

完成予想図書

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を 記載し た図
書

1

1

1

1

1

1

1

30 0分の1 以上

30 0分の1 以上

30 0分の1 以上

30 0分の1 以上

付近の見取図

立 面 図

状況カ ラ ー写真

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を 記載し た図
書

1

1

1

1

2 ,50 0分の1 以上

30 0分の1 以上

建築物及び工作物
の外観の過半にわ
たる色彩若しく は
材質の変更

２

着色し 、露出する建築設備、
広告物及び各部仕上げを記載
すること 。

着色し 、露出する建築設備、
広告物及び各部仕上げを記載
すること 。

稙栽は木竹名を記載すること

1 　 こ の表において「 外構平面図」と は、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関周り 、敷地内通路
等の敷地内の外部構成を 記載し た平面図を いう 。

2 　 こ の表において「 状況カ ラ ー写真」と は、行為地及び周辺の土地の状況を 示すカ
ラ ー写真を いう 。

3 　 こ の表において「 完成予想図書」と は、周辺の状況を 含む着色し た建築物の完成

予想図又は行為地及び周辺の土地の状況を 示すカラ ー写真に着色し た完成予

想建築物を合成し た図書をいう 。

注意

形態・ デザイン
屋根や壁面など建物の形状は、優れたデザインで

あるとともに、周辺のまちなみや環境になじむよ

う ディ テール感や分節感のあるも のとし、色調に

も 配慮する。

設備類
道路から眺めにく い位置としたり 、

覆いを工夫するなど、建物全体と

の調和を考慮したデザインとす

る。

広告物等
まちなみに調和する位置やデザ

インに配慮する。また、窓面利用

の広告物の掲出は、出来る限り

避けるよう 考慮する。

敷際部分
周辺建物、まちなみと の調和を図り 、地域にマッ

チしたゆとり のスペースを確保したり 、緑化を図

るなど界隈の演出に努める。

ユニバーサルデザイン
さ まざまな立場の人々が等しく 楽しめるデザイン

と 、ここち良い空間形成が図られるよう 考慮する。

エコ ロジー
自然素材の使用に努める。また、既存の樹木等は

できる限り 保存し 、活かすも のとする。

ランド マーク
道路の屈曲部や交差点など、景観上重要な位置

では川越の新たなシンボルとして眺められること

を意識した造形とする。また、既存のランド マーク

がある場合は、その視線を妨げないよう 配慮する

ことも 重要。

屋外階段
付属物と せずに、建物本体と の一体感、調和を考

慮したデザインとする。

生け垣・ 塀・ よう 壁等
安全性はも ちろんのこと 、まちなみを構成

する要素として周辺の環境に配慮したデザ

インとする。

車庫・ 駐車場
駐車場は、敷地内の貴重なオープン

スペースでも あり、植栽をほどこすな

ど、建物本体や周辺との一体感をつく

るとともに、人の動線と の共存に配慮

する。

窓・ バルコ ニー等
共同住宅などでは、洗濯物やエアコン室外機が道

路から見えにく く する配慮をするとともに、リズミ

カルで表情豊かなデザインとする。

低層部の形態
歩行者に圧迫感を与えない形態と

し 、窓や壁面を表情豊かなデザイ

ンとすることによって、魅力的なま

ちなみをつく る。

ゆと り のスペースを 確保し た例 大規模な建物のデザイ ン に配慮し た例
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【 名称】 都市景観誘導地域

【 位置】 市全域のう ち、 都市景観形成地域を除いた地域

【 地区の概要】 

　 川越市は、 城下町と し ての町割り を 今に残すと と も に、 各時代の特色を 表す歴史的景観が随所に見ら れ

ます。 また、 田畑や雑木林、 大小さ まざまな河川によ り も たら さ れた豊かな水辺空間や田園風景などの自

然的景観にも 恵まれています。

　 一方、 近年の都市化により 、 中心市街地高層化や周辺の農村部の住宅地化、 工業団地の造成などが進ん

でおり 、 生活文化を 表す市街地的景観が形成さ れています。

【 大規模建築物を 計画する際の景観上配慮すべき 事項の例】

主なルール （ 都市景観形成基準から 抜粋）

公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を図ると と も に、 壁面

の後退や分節化などにより 、 圧迫感を 与えないよう に配慮する。

屋根や壁面の形態・ 意匠は、 周辺の町並みや環境に配慮する。

道路に面し て門塀、 擁壁等を設ける場合は、 その前面に植樹するなど圧迫感を 与えないよう に配慮する。

既存樹木については、 でき る限り 保存し 活かす。

大規模建築物等の景観上配慮すべき事項の例

　 都市景観形成地域の都市景観形成のために必要な当

該都市景観形成地域の周辺の地域

　 都市景観形成地域に準じ て都市景観の形成を図って

いく 必要がある地域

　 前２号に定めるも ののほか、市長が必要と 認める地域

２　 地域指定に係る諮問（ 略）

３　 地域指定に係る告示（ 略）

４　 地域指定に係る変更又は解除（ 略）

（ 大規模建築物等に係る助言及び指導）

第1 7 条

　 市長は、大規模建築物等届出地域内における大規模建

築物等に係る届出をし た者に対し て、都市景観の形成に資

するため必要があると 認めると きは、必要な措置を講ずる

よう 助言し 、又は指導すること ができる。

２　 市長は、前項の規定により 助言し 、又は指導する場合に

おいて、必要と 認めると きは、あら かじ め川越市都市景観

置さ れる場合にあっては、当該建築物の高さ と の合計が1 5

メ ート ル）を超える工作物

（ 大規模建築物等の行為の届出）

第８条

　 条例第1 5 条の規定による届出は、大規模建築物等の行

為の届出書（ 様式第３号）により 行う も のとする。

２　 前項の届出には、別表第２の行為の欄に掲げる行為に

応じてそれぞれ該当図書の欄に掲げる図書を添付し なけれ

ばならない。ただし 、市長が特に添付を要し ないと 認めるも

のについては、この限りでない。

３　 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と 認める図書

の添付を求めること ができる。

４　 前３項の規定は、大規模建築物等の行為の届出の内容

を変更する場合について準用する。

５　 条例第1 5 条の規定による届出に係る行為を完了し 、又

は中止し たと きは、速やかに大規模建築物等の行為の完了

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を記載し た図
書

1

付近の見取図

立 面 図

状況カラ ー写真

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を記載し た図
書

1

1

1

1

2 ,5 0 0 分の1 以上

3 0 0 分の1 以上

建築物及び工作物
の外観の過半にわ
たる色彩若しく は
材質の変更

２

着色し 、露出する建築設備、
広告物及び各部仕上げを記載
すること 。

1　 この表において「 外構平面図」と は、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関周り 、敷地内通路
等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう 。

2　 この表において「 状況カラ ー写真」と は、行為地及び周辺の土地の状況を示すカ
ラ ー写真をいう 。

3　 この表において「 完成予想図書」とは、周辺の状況を含む着色し た建築物の完成
予想図又は行為地及び周辺の土地の状況を示すカラ ー写真に着色し た完成予
想建築物を合成し た図書をいう 。

注意

形態・ デザイン
屋根や壁面など建物の形状は、優れたデザインで

あるとともに、周辺のまちなみや環境になじむよ

う ディ テール感や分節感のあるも のとし 、色調に

も 配慮する。

設備類
道路から眺めにく い位置としたり、

覆いを工夫するなど、建物全体と

の調和を考慮したデザインとす

る。

広告物等
まちなみに調和する位置やデザ

インに配慮する。また、窓面利用

の広告物の掲出は、出来る限り

避けるよう 考慮する。

敷際部分
周辺建物、まちなみと の調和を図り、地域にマッ

チしたゆとり のスペースを確保したり 、緑化を図

るなど界隈の演出に努める。

ユニバーサルデザイン
さ まざまな立場の人々が等しく 楽し めるデザイン

と 、ここち良い空間形成が図られるよう 考慮する。

エコ ロジー
自然素材の使用に努める。また、既存の樹木等は

できる限り保存し 、活かすも のと する。

ランド マーク
道路の屈曲部や交差点など、景観上重要な位置

では川越の新たなシンボルとして眺められること

を意識した造形と する。また、既存のランド マーク

がある場合は、その視線を妨げないよう 配慮する

こと も重要。

屋外階段
付属物と せずに、建物本体と の一体感、調和を考

慮したデザインとする。

生け垣・ 塀・ よう 壁等
安全性はもちろんのこと 、まちなみを構成

する要素として周辺の環境に配慮し たデザ

インとする。

車庫・ 駐車場
駐車場は、敷地内の貴重なオープン

スペースでもあり、植栽をほどこすな

ど、建物本体や周辺と の一体感をつく

るとともに、人の動線と の共存に配慮

する。

窓・ バルコ ニー等
共同住宅などでは、洗濯物やエアコン室外機が道

路から見えにく く する配慮をするとともに、リズミ

カルで表情豊かなデザインと する。

低層部の形態
歩行者に圧迫感を与えない形態と

し 、窓や壁面を表情豊かなデザイ

ンとすることによって、魅力的なま

ちなみをつく る。

ゆと り のスペースを 確保し た例 大規模な建物のデザイ ン に配慮し た例
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大規模な建物のデザイ ンに

配慮し た例

ゆと り のスペースを

確保し た例

主なルール （ 都市景観形成基準から 抜粋）

１ . 公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を図ると と も に、 壁面

　 の後退や分節化などにより 、 圧迫感を 与えないよう に配慮する。

２ . 屋根や壁面の形態・ 意匠は、 周辺の町並みや環境に配慮する。

３ . 道路に面し て門塀、 擁壁等を 設ける場合は、 その前面に植樹するなど圧迫感を 与えないよう に配慮する。

４ . 既存樹木については、 でき る限り 保存し 活かす。

大規模建築物等の景観上配慮すべき事項の例

　 都市景観形成地域の都市景観形成のために必要な当

該都市景観形成地域の周辺の地域

　 都市景観形成地域に準じ て都市景観の形成を図って

いく 必要がある地域

　 前２号に定めるも ののほか、市長が必要と 認める地域

２　 地域指定に係る諮問（ 略）

３　 地域指定に係る告示（ 略）

４　 地域指定に係る変更又は解除（ 略）

（ 大規模建築物等に係る助言及び指導）

第1 7 条

　 市長は、大規模建築物等届出地域内における大規模建

築物等に係る届出をし た者に対し て、都市景観の形成に資

するため必要があると 認めると きは、必要な措置を講ずる

よう 助言し 、又は指導すること ができる。

２　 市長は、前項の規定により 助言し 、又は指導する場合に

おいて、必要と 認めると き は、あら かじ め川越市都市景観

置さ れる場合にあっては、当該建築物の高さと の合計が1 5

メ ート ル）を超える工作物

（ 大規模建築物等の行為の届出）

第８条

　 条例第1 5 条の規定による届出は、大規模建築物等の行

為の届出書（ 様式第３号）により 行う も のとする。

２　 前項の届出には、別表第２ の行為の欄に掲げる行為に

応じてそれぞれ該当図書の欄に掲げる図書を添付し なけれ

ばならない。ただし 、市長が特に添付を要し ないと 認めるも

のについては、この限りでない。

３　 市長は、前項に規定する図書のほか、必要と 認める図書

の添付を求めること ができる。

４　 前３項の規定は、大規模建築物等の行為の届出の内容

を変更する場合について準用する。

５　 条例第1 5 条の規定による届出に係る行為を完了し 、又

は中止し たと きは、速やかに大規模建築物等の行為の完了

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を記載し た図
書

1

付近の見取図

立 面 図

状況カラ ー写真

都市景観形成上
の配慮・ 工夫事
項を記載し た図
書

1

1

1

1

2 ,5 0 0 分の1 以上

3 0 0 分の1 以上

建築物及び工作物
の外観の過半にわ
たる色彩若しく は
材質の変更

２

着色し 、露出する建築設備、
広告物及び各部仕上げを記載
すること 。

1　 この表において「 外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関周り 、敷地内通路
等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう 。

2　 この表において「 状況カラ ー写真」とは、行為地及び周辺の土地の状況を示すカ
ラ ー写真をいう 。

3　 この表において「 完成予想図書」とは、周辺の状況を含む着色した建築物の完成
予想図又は行為地及び周辺の土地の状況を示すカラ ー写真に着色し た完成予
想建築物を合成した図書をいう 。

注意

形態・ デザイン
屋根や壁面など建物の形状は、優れたデザインで

あるとともに、周辺のまちなみや環境になじむよ

う ディ テール感や分節感のあるも のとし 、色調に

も 配慮する。

設備類
道路から眺めにく い位置とし たり 、

覆いを工夫するなど、建物全体と

の調和を考慮したデザインとす

る。

広告物等
まちなみに調和する位置やデザ

インに配慮する。また、窓面利用

の広告物の掲出は、出来る限り

避けるよう 考慮する。

敷際部分
周辺建物、まちなみと の調和を図り 、地域にマッ

チしたゆとりのスペースを確保したり 、緑化を図

るなど界隈の演出に努める。

ユニバーサルデザイン
さ まざまな立場の人々が等しく 楽しめるデザイン

と 、ここち良い空間形成が図られるよう 考慮する。

エコ ロジー
自然素材の使用に努める。また、既存の樹木等は

できる限り 保存し 、活かすも のと する。

ランド マーク
道路の屈曲部や交差点など、景観上重要な位置

では川越の新たなシンボルとして眺められること

を意識した造形とする。また、既存のランド マーク

がある場合は、その視線を妨げないよう 配慮する

こと も 重要。

屋外階段
付属物と せずに、建物本体と の一体感、調和を考

慮したデザインと する。

生け垣・ 塀・ よう 壁等
安全性はもちろんのこと 、まちなみを構成

する要素として周辺の環境に配慮したデザ

インとする。

車庫・ 駐車場
駐車場は、敷地内の貴重なオープン

スペースでも あり、植栽をほどこす

ど、建物本体や周辺と の一体感をつ

るとと もに、人の動線と の共存に配慮

する。

窓・ バルコ ニー等
共同住宅などでは、洗濯物やエアコン室外機が道

路から見えにく く する配慮をするとともに、リズ

カルで表情豊かなデザインと する。

低層部の形態
歩行者に圧迫感を与えない形態と

し 、窓や壁面を表情豊かなデザイ

ンと することによって、魅力的なま

ちなみをつく る。

ゆと り のスペースを 確保し た例 大規模な建物のデザイ ン に配慮し た例

—  7 —
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都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

【 都市景観誘導地域における都市景観形成基準】

届出の要否にかかわら ず、 以下の基準を お守り いただく 必要があり ます。

建

築

物

及

び

工

作

物

に

関

す

る

基

準

形態

・

意匠

○ 公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を 図

る と と も に、 壁面の後退や分節化などによ り 、 圧迫感を 与えないよ う に配慮する。

○道路に面し た車両の出入口は、 必要以上に大きく なら ないよう にし 、 町並みの連続性に配慮する。

○屋根や壁面の形態 · 意匠は、 周辺の町並みや環境に配慮する。

○ 共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や河川、 公園等） から 洗濯物

などが見えにく く なるよう に配慮する。

○屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○ 屋外に設置さ れる建築設備等については、 公共空間（ 道路や河川、 公園等） から 目立たないよう

な場所への設置や目隠し の設置について配慮する。

○自然素材の使用に努める。

形態・

意匠

のう ち

色彩の

基準

○ 建築物の外壁や工作物の外観を 構成するも のの色彩は、 周囲の町並みや環境と の調和を 図ると と

も に、 下に掲げる色彩の範囲のと おり と する。

○ 各立面につき、 当該面積の 1 0 分の 1 以下の範囲内でアク セント 色と し て着色さ れる部分の色彩

については、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のは、 原色に近い色彩はできるだけ避けるも のと する。

○ 多色使い又はアク セント 色の使用に際し ては使用する色彩相互の調和、 使用する色の数や面積等

のバラ ンスに十分配慮する。

○ 着色し ていない木材、 土壁（ 漆喰仕上げを含む）、 石材、 ガラ ス、 金属等の材料によっ て仕上げら

れる部分の色彩は、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○他の法令により 定めら れた色彩については、 こ の制限を受けないも のと する。

〈都市景観誘導地域の色彩の範囲〉

（ 数値はマンセル表色法によるマンセル値） ※無彩色（ N ） は２ 以上９ 以下

門塀・

擁壁等

○ 道路に面し て門塀、 擁壁等を 設ける場合は、 その前面に植樹するなど圧迫感を 与えないよう に配

慮する。

そ

の

他

の

基

準

夜間

景観

○屋外の照明は、 周辺環境に配慮し 過剰な光が周囲に拡散し ないよう に配慮する。

○ 屋外の照明は、 建築物や工作物の形態 · 意匠や用途に合わせ、 それぞれにふさ わし い色温度と な

るよう に配慮する。

屋外

広告物

○川越市屋外広告物条例や関係法令を遵守する。

○屋外広告物は、 配置計画や建築計画と 一体的な形態 · 意匠と なるよう に配慮する。

緑化等

○既存樹木については、 できる限り 保存し 活かす。

○ 公共空間（ 道路や河川、 公園等） に接する部分については、 緑化を 図るなど、 空間のつながり 方

に配慮する。

色相 明度 彩度

7 .5 R 〜 7 .5Y（ 7 .5 Y は含まない） 2 以上 9 以下 6 以下

7 .5 Y 〜 7 .5 GY（ 7 .5GY は含まない） 2 以上 9 以下 4 以下

7 .5 GY 〜 7 .5RP（ 7 .5RP は含まない） 2 以上 9 以下 2 以下

7 .5RP 〜 7 .5 R（ 7 .5 R は含まない） 2 以上 9 以下 4 以下
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都市景観形成地域　 川越十
じ っ かちょ う

ヵ 町地区

【 名称】 川越十ヵ 町地区　

【 位置】（ 全部） 志多町、 宮下町 1 丁目、 宮下町 2 丁目、 喜多町、 元町 1 丁目、

　 　 　 　 　 　 　  元町 2 丁目、 大手町、 幸町、 末広町 2 丁目、 仲町、 松江町 2 丁目

　 　 　 　（ 一部） 連雀町

【 面積】 約 7 8 .0 ha

【 地区の概要】 

　 当地区は、 本市の中心市街地の北部に位置し 、 地区名称は、 城下町時代の町割り である「 十ヵ 町四門前」

に由来し ます。

　 町家を はじ めと する伝統的な建造物が数多く 残り 、 川越市川越伝統的建造物群保存地区と 一体と なっ て、

歴史的な町並み景観を 形成し ています。

　 用途地域は、 商業地域及び近隣商業地域の商業系用途と 第 1 種住居地域の住居系用途から なり ますが、

商業地でも 店舗併用住宅や専用住宅が多く 、 住商が混在し ています。 建築物の規模は、 一部で高層化が進

んでいますが、 多く は 2 階建てが主体の低層で高密度の町並みを 形成し ています。

N

国
道

２
５
４
号

新河岸川

【 川越十ヵ 町地区の範囲】 
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都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

【 川越十ヵ 町地区における都市景観形成基準】

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

位置 ○道路や敷地に対する建築物の位置は、 周囲の町並みと の調和を図るも のと する。

規模

○ 「 川越十ヵ 町地区別図 1 建築物の高さ の制限を受ける範囲図（ 13 ページ）」 の（ イ） の範囲における

建築物の最高の高さ は、「 時の鐘」 の高さ を超えないよう 16m 以下と する。

○ 「 川越十ヵ 町地区別図 1 建築物の高さ の制限を受ける範囲図（ 1 3 ページ）」 の（ 口） の範囲にお

ける建築物の最高の高さ については、 周囲の町並みに配慮する。

形態

・

意匠

○ 「 川越十ヵ 町地区別図 2 建築物の形態の基準の範囲図（ 1 4 ページ）」 の「 建築物の形態は、 周囲

の伝統的な建造物と 調和するよう 配慮する」 範囲における建築物の形態は、 周囲の伝統的な建造

物と 調和するよう に努める。

○ 公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を 図る

と と も に、 壁面の後退や分節化などにより 、 圧迫感を与えないよう に配慮する。

○道路に面し た車両の出入口は、 必要以上に大きく なら ないよう にし 、 町並みの連続性に配慮する。

○ 共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や河川、 公園等） から 洗濯物

などが見えにく く なるよう に配慮する。

○屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○ 屋外に設置さ れる建築設備等については、 公共空間（ 道路や河川、 公園等） から 目立たないよう

な場所への設置や目隠し の設置について配慮する。

○自然素材の使用に努める。

形態・

意匠の

う ち

色彩の

基準

○ 建築物の外壁や工作物の外観を 構成するも のの色彩は、 周囲の町並みや環境と の調和を 図ると と

も に、 下に掲げる色彩の範囲のと おり と する。

○ 各立面につき、 当該面積の 1 0 分の 1 以下の範囲内でアク セント 色と し て着色さ れる部分の色彩

については、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のは、 落ち着きのある色調を基本と する。

○ 多色使い又はアク セント 色の使用に際し ては、 使用する色彩相互の調和、 使用する色の数や面積

等のバラ ンスに十分配慮する。

○ 着色し ていない木材、 土壁（ 漆喰仕上げを含む）、 石材、 ガラ ス、 金属等の材料によっ て仕上げら

れる部分の色彩は、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○他の法令により 定めら れた色彩については、 こ の制限を受けないも のと する。

 〈川越十ヵ 町地区の色彩の範囲〉

　（ 数値はマンセル表色法によるマンセル値） ※無彩色（ N ） は２ を超え９ 未満

門塀・

擁壁等

○ 伝統的な町家が比較的連なる道路に面する側は、 町並みと 調和するよう な門、 塀等を 設けるなど

の修景に努める。

○ 道路に面し て擁壁等を設ける場合は、 その前面に植樹するなど周囲に圧迫感を与えないよう に配

慮する。

仮設物
○ 仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、 歩行者の快適性を 考慮すると と も に、 良好な景観

を損なわないよう に、 設置場所、 形態、 色彩等に配慮する。

そ
の
他
の
基
準

夜間

景観

○良質な景観を演出するよう に努める。

○屋外の照明は、 周辺環境に配慮し 過剰な光が周囲に拡散し ないよう に配慮する。

○ 屋外の照明は、 建築物や工作物の形態・ 意匠や用途に合わせ、 それぞれにふさ わし い色温度と な

るよう に配慮する。

色相 明度 彩度

7 .5 R 〜 7 .5Y（ 7 .5 Y は含まない）
2 を超え 8 未満 6 以下

8 以上 9 未満 2 以下

7 .5 Y 〜 7 .5 GY（ 7 .5GY は含まない）
2 を超え 8 未満 4 以下

8 以上 9 未満 2 以下

7 .5 GY 〜 7 .5RP（ 7 .5RP は含まない） 2 を超え 8 未満 2 以下

7 .5RP 〜 7 .5 R（ 7 .5 R は含まない）
2 を超え 8 未満 4 以下

8 以上 9 未満 2 以下
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そ
の
他
の
基
準

屋外

広告物

○川越市屋外広告物条例や関係法令を遵守する。

○大規模な広告物は禁止する。

　 （ 大規模な広告物と は次ページ【 川越十ヵ 町地区における 屋外広告物の基準】 を 超える も のと

し ます。 ）

○屋外広告物は、 屋根の連続がつく る スカ イ ラ イ ン や町並みの連続性を 阻害し ないよ う にする 。

○色彩は、 町並みと 調和し たも のと する。

緑化等

○大樹や古木の保全に努める。

○既存樹木については、 できる限り 保存し 活かす。

○住宅地における道路に面する側は、 生け垣などによる緑化に努める。

○公共空間（ 道路や河川、 公園等） に接する部分については、 緑化を 図るなど、 空間のつなが

り 方に配慮する。

○規模の大きな敷地は、 積極的に緑化に努める。

○空き 地及び屋外駐車場の道路に面する側は、 生け垣などによる緑化に努める。

自動

販売機
○自動販売機は町並みと 調和するよう 配置やデザイ ンに配慮する。

まちづく り

のルール
○都市景観の形成に資する地域住民等による自主的なまちづく り のルールを尊重する。

自主規定（ 地域が定めた自主的な規定です。 景観法等に基づく も のではあり ません。 ）

○空き 地及び屋外駐車場においては、 管理を徹底する。

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第２ 条第６ 項店舗型性風俗特殊営業と 第２ 条第７

項無店舗型性風俗特殊営業を禁止する。

※ 川越市川越伝統的建造物群保存地区の許可に係る行為については、 届出は不要です。

都市景観形成地域　 川越十
じ っ かちょ う

ヵ 町地区

　 平成 1 1 年 4 月 9 日、 一番街周辺は「 伝統的建造物群保存地区」 と し て都市計画決定さ れま

し た。 地区内の全ての建築行為に対し 、 許可基準に従い、 あら かじ め許可を 受ける 必要があり

ます。 手続き や制度の詳細につき まし ては、都市景観課歴史都市整備担当に必ずご相談く ださ い。

（ 参考） 市 HP「 重要伝統的建造物群保存地区」

http s://w w w .city.kaw ago e .sa itam a .j p /kurash i/

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 b unkakyo yo /b unkaza i/ho zo nch iku .h tm l

伝統的建造物群保存地区

　 地域の中には、 住民自ら が町並みに関する ルールを 設け、 自主的に委員会を つく り 、 まち づ

く り を 進めていると こ ろ があり ます。 詳細につき まし ては各団体にご相談く ださ い。

（ 1 ）　 川越町並み委員会「 町づく り 規範」

（ 2 ）　 大正浪漫夢通り 商店街振興組合「 大正浪漫のまちづく り 協定・ 規範」

（ 3 ）　 川越菓子屋横丁会「（ 仮称） 菓子屋横丁町づく り 規範」

（ 4 ）　 中央通り 「 昭和の街」 を 楽し く 賑やかなまち にする 会（ 通称： 昭和の街の会）「 川越中央

通り 昭和の街の会　 まちづく り の約束」

※（ 1 ）（ 2 ）（ 3 ） 所管： 都市景観課、（ 4 ） 所管： 都市計画課

その他のまちづく り ルール
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【 川越十ヵ 町地区における屋外広告物の基準】

広告物の種類 規　 　 模 掲出可能な基準

建
物
を
利
用
し
て
出
す
広
告

屋上を

利用する

も の

表示面積
全壁面面積の1/10 以下、 ただし 、 1 /10が10 ㎡未満の場合は10㎡以下

（ 木造建築物の場合は1 0㎡以下）

上端の高さ

地上から の高さ が軒高の5/3以下で、 かつ48ｍ以下。

ただし 、 5/3が12 ｍ未満の場合は1 2ｍ以下（ 木造建築物の場合は地上か

ら 1 2ｍ以下）

その他 壁面から 突き 出さ ないこ と

壁面を

利用する

も の

表示面積
広告物の総表示面積10 ㎡以下かつ一壁面につき、 その壁面面積の１ /５ 以

下

上端の高さ 軒高以下

その他 3 階以上の階にある開口部の全部又は一部をふさ がないこ と

突き出す

も の

表示面積 6 ㎡以下

上端の高さ 壁面高を超える場合は、 突き出し 幅以下

壁面から の突出幅 1 .2 ｍ以下

下端の高さ
歩道上→3 .0ｍ以上

車道上→4 .5ｍ以上

その他

建
物
か
ら
独
立
し
て
出
す
広
告

サイ ン

ポール

の類

表示面積 1 基あたり 7 ㎡以下

上端の高さ 地上から 10 ｍ以下

設置基数 2 基以下

下端の高さ
歩道上→3 .0ｍ以上

車道上→4 .5ｍ以上

その他

広告塔

広告板

表示面積 1 基あたり 1 0㎡以下

上端の高さ 地上から 5ｍ以下

設置基数 広告板、 広告塔それぞれ1基であるこ と

掛看板 表示面積 2 ㎡以下

広告幕
長さ 1 5ｍ以下

幅 1 .2 ｍ以下

広告旗

表示面積等 2 ㎡以下

高さ 3 ｍ以下

その他 道路上には突き出さ ないこ と

※上述の基準は川越市屋外広告物条例における 「 禁止地域等における 自家広告物の許可を 得れば出せる 規模」 を 準用し てい

ます。

※川越市屋外広告物条例における 基準と 景観計画における 基準の両方を満たす必要があり ます。

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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【 川越十ヵ 町地区　 別図 1 　 建築物の高さ の制限を 受ける範囲図】

【 規模に関するイ メ ージ図】

建築物の最高の高さ は、「 時
の鐘」 の高さ を 超えないよ う
1 6 m 以下と する

建築物の高さ は、周囲の町並
みに配慮する

※町の境、または道路端（ 都市計画道路
の場合は計画道路端）より 2 5 m の範囲

町界線

都市景観形成地域

伝統的建造物群保存地区

※2　 こ の間の地域境は、 道路端より 2 0m です。

伝建地区の周辺は最高高さ 1 6m 以下 時の鐘と 周辺の町並みの高さ

都市景観形成地域　 川越十
じ っ かちょ う

ヵ 町地区

—  13  —



【 形態・ 意匠に関するイ メ ージ図】

【 川越十ヵ 町地区　 別図 2 　 建築物の形態の基準の範囲図】

建築物の形態は、周囲の伝統的
な建造物と 調和するよう 配慮す
る

伝統的な建造物

町界線

都市景観形成地域

伝統的建造物群保存地区

（ 例）

伝統的な建物の間が空き 地になっ ている

（ 周囲の伝統的な建造物と 調和し ていない例）

伝統的な建物と 無関係な四角い建物を 建

てた場合

（ 周囲の伝統的な建造物と 調和し ている 例）

伝統的な建物と 軒の高さ 、 壁面位置を 合わ

せた場合

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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【 名称】 ク レ アモール・ 八幡通り ・ 中央通り 周辺地区

【 位置】（ 全部） 新富町１ 丁目、 新富町２ 丁目、 脇田町、 通町、 南通町

（ 一部） 連雀町、 中原町１ 丁目

【 面積】 約 5 2 .0 ha

【 地区の概要】

　 当地区は、 本市の中心市街地の南部に位置し 、 川越駅と 本川越駅を 核と し た商業地と その周辺の住宅地

から なり ます。 ク レ アモール周辺地区は、 本市の中心商業地を 形成し ています。 八幡通り 周辺地区は、 豊

かな緑の八幡神社と 戸建ての住宅地から なっ ています。 中央通り 周辺地区は、 通り に面し た商業地と その

西側の住宅地から なり ます。 近年、 ク レ アモール周辺地区を 中心に高層マンショ ン も 増え 、 景観が変化し

てき まし た。

【 ク レ アモール・ 八幡通り ・ 中央通り 周辺地区の範囲】

都市景観形成地域　 ク レ アモール・ 八
はち まん

幡通り ・ 中央通り 周辺地区
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ク レアモール周辺地区 八幡通り 周辺地区 中央通り 周辺地区

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

位置

○ク レアモールに面する建築物及

び 6m 未満の道路に面する 店

舗は、 道路境界から 1m 以上

壁面を後退さ せ、 有効空地を取

るも のと する。 ただし 、 敷地面

積、 形状から 後退が困難な場合

は、可能な範囲と する。（ イ メ ー

ジ図参照）

○ク レアモールに面し て駐車場の

出入口は原則と し て設けないも

のと する。

形態

・

意匠

○店舗においては、 道路に面する 外観や外構のし つら えを 町並みの

魅力向上に寄与するデザイ ンと するよう に努める。

○店舗の開口部は、 閉店後も 店舗の個性づく り や町並みの魅力向上

に寄与するデザイ ンと するよう に努める。

○中央通り に面する建築物のデザ

イ ンは、 中央通り の特性を活か

し た魅力的なも のにするよう に

努める。

○中央通り に面する店舗の開口部

は、 閉店後も 店舗の個性づく り

や町並みの魅力向上に寄与する

デザイ ンに努める。

○中央通り に面し て高い建築物を

建てると き は、 通り への圧迫感、

町並みの連続性、 日照、 通風に

配慮する。

○中央通り に面する間口の大き な

建築物については、 町並みの単

調さ を避けるため、 デザイ ンに

変化を持たせるよう に努める。

　（ 間口が大き な建築物と は、 間口が

1 5 m を超える建築物をいいます。）

○本川越駅の交差点部を玄関口に

ふさ わし い町並みにするよう に

努める。

○中央通り に面する建築物は、 町

並みに秩序を 持たせる ため、 1、

2 階は賑わいのある デザイ ン、

3 階以上は落ち着いたデザイ ン

にするよう に努める。

○中央通り に面する建築物（ 店舗）

の 1 階部分は人を 招き 入れる

し つら えにするよう に努める。

○中央通り に面する建築物に駐車

場を設ける場合は、 建物内に組

み込むか、 景観に配慮し たし つ

ら えと するよう に努める。

○中央通り に面する駐車場などの

建築物の建っ ていない敷地は、

町並みの連続性に配慮し たし つ

ら えと するよう に努める。

○高さ が 15 m を 超える 建築物は、

町並みの連続性や、 日照、 通風

など周囲の環境に配慮する。

○間口の大き な建築物については、

単調さ や圧迫感を避けるため分

節化に努める。

（
参
考
：

18
ペ
ー
ジ
イ
メ
ー
ジ
図
）

【 ク レアモール・ 八幡通り ・ 中央通り 周辺地区における都市景観形成基準】

1M

位置のイ メ ージ図

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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ク レアモール周辺地区 八幡通り 周辺地区 中央通り 周辺地区

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

形態

・

意匠

○公共空間（ 道路や公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を 図ると と も に、

壁面の後退や分節化などにより 、 圧迫感を与えないよう に配慮する。

○道路に面し た車両の出入口は、 必要以上に大き く なら ないよう にし 、 町並みの連続性に配慮する。

○共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や公園等） から 洗濯物などが見え

にく く なるよう に配慮する。

○屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○屋外に設置さ れる建築設備等については、 公共空間（ 道路や公園等） から 目立たないよう な場所への

設置や目隠し の設置について配慮する。

○自然素材の使用に努める。

形態・

意匠の

う ち

色彩の

基準

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のの色彩は、 周囲の町並みや環境と の調和を 図ると と も に、

下に掲げる色彩の範囲のと おり と する。

○各立面につき 、 当該面積の 10 分の 1 以下の範囲内でアク セント 色と し て着色さ れる部分の色彩につ

いては、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のは、 原色に近い色彩はできるだけ避けるも のと する。

○中央通り に面する建築物の色彩は、 落ち着いた色調にするよう 努める。

○多色使い又はアク セント 色の使用に際し ては、 使用する色彩相互の調和、 使用する色の数や面積等の

バラ ンスに十分配慮する。

○着色し ていない木材、 土壁（ 漆喰仕上げを含む）、 石材、 ガラ ス、 金属等の材料によっ て仕上げら れる

部分の色彩は、 下に褐げる色彩の範囲は適用し ない。

○他の法令により 定めら れた色彩については、 こ の制限を受けないも のと する。

　〈 ク レアモール・ 八幡通り ・ 中央通り 周辺地区の色彩の範囲〉

　（ 数値はマンセル表色法によるマンセル値） ※無彩色（ N ） は２ 以上９ 以下

門塀

・

擁壁等

○ク レ アモールに面し て門、 塀等

の設置は、 極力避け、 やむを得

ない場合においては、 町並みの

連続性に配慮し たし つら えと す

るよう に努める。

○中央通り に面し て、 門、 塀等の

設置は極力避け、 やむを得ない

場合においては、 町並みの連続

性に配虜し たし つら えと するよ

う に努める。

仮設物
○仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、 良好な景観を 損なわないよう に、 設置場所、 形態、 色

彩等に配慮する。

そ
の
他
の
基
準

夜間

景観

○良質な夜間景観を演出するよう に努める。

○屋外の照明は、 周辺環境に配慮し 過剰な光が周囲に拡散し ないよう に配慮する。

○屋外の照明は、 建築物や工作物の形態・ 意匠や用途に合わせ、 それぞれにふさ わし い色温度と なるよ

う に配慮する。

屋外

広告物
○屋外広告物の設置にあたっ ては、 関係法令を遵守し 、 町並みの魅力向上に寄与するデザイ ンと する。

色相 明度 彩度

7 .5R　 ～ 7 .5Y （ 7 .5Y は含まない） 2 以上 9 以下 6 以下

7 .5Y　 ～ 7 .5 GY（ 7 .5GY は含まない） 2 以上 9 以下 4 以下

7 .5GY ～ 7 .5RP（ 7 .5RP は含まない） 2 以上 9 以下 2 以下

7 .5RP ～ 7 .5R （ 7 .5 R は含まない） 2 以上 9 以下 4 以下

都市景観形成地域　 ク レ アモール・ 八
はち まん

幡通り ・ 中央通り 周辺地区
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16

間口が 15m を 超える建物は、 街並みが間

延びする のを 防ぐ ため、 柱や入り 口のデザ

イ ンを工夫し て、 分節化し ます。

６ 階以上の壁面線を、 道路境界線か

ら ３ m 以上、 または５ 階までの壁面線

より 1m 以上後退し ます。

中
央
通
り

６
階
以
上

道
路
境
界

３ m

以上

ま た は５ 階ま で の

壁面線よ り 1 m 以

上後退

夜間のショ ーウィ ンド ウのディ スプレイ やシャ ッ タ ーのデザイ ンに配慮し ます。

夜間のディ スプレ イ の例 シャ ッ タ ーにお店に関係ある イ ラ スト が描かれた例

○　 道路に面し た車両の出入口は、 必要以上に大き く なら ないよう にし 、 町並み

の連続性に配慮する。

○　 共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や公園等）

から 洗濯物などが見えにく く なるよう に配慮する。

○　 屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○  屋外に設置さ れる 建築設備等については、 公共空間（ 道路や公園等） から 目

立たないよう な場所への設置や目隠し の設置について配慮する。

○　 自然素材の使用に努める。

［ 中央通り 周辺地区］

■都市景観形成基準

まちづくりガイドライン ー良好な都市景観の形成に関する方針と都市景観形成基準の解説ー

【 基準を 反映さ せた形態・ 意匠のイ メ ージ図（ 中央通り 周辺地区）】

ク レアモール周辺地区 八幡通り 周辺地区 中央通り 周辺地区

そ
の
他
の
基
準

緑化等

○既存樹木については、 でき る限り 保存し 活かす。

○公共空間（ 道路や公園等） に接する部分については、 緑化を図るなど、 空間のつながり 方に配慮する。

○戸建て住宅以外で、 道路から 3 m 以上、 壁面を 後退さ せた場合は、

植栽、 照明等の設置に努める。

○空き 地及び工事中の敷地、 屋外駐車場、 駐輪場の道路に面し た境

界は緑化などの修景に努める

○中央通り に面する戸建て住宅以

外で、 道路から 3m 以上、 壁面

を後退さ せた場合は、 植栽・ 照

明等の設置に努める。

○中央通り に面する敷地では、 通

り に面し て花や緑を設けるよう

に努める。

○中央通り 以外の道路に面する側

は、 生け垣などによる緑化に努

める。

○道路に面する側は、 生け垣など

による緑化に努める。

○大樹や古木の保全に努める。

ワゴン ○物販を目的と し たワゴン等の設置に際し ては、道路法を遵守し 、町並みの魅力向上に努めるよう にする。

自動

販売機

○自動販売機などは、 町並みに配

慮し た配置やデザイ ンに努める。

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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中
央
通
り

新
富
町
通
り

八
幡
通
り

吉野園

イ ト ーヨ ーカ 堂

本川越駅

丸広百貨店

ク
レ
ア
モ
ー
ル

自主規定（ 地域が定めた自主的な規定です。 景観法等に基づく も のではあり ません。）

ク レアモール周辺地区 八幡通り 周辺地区 中央通り 周辺地区

管理 ○空き地及び工事中の敷地、 屋外駐車場、 駐輪場においては管理を徹底する。

用途

○建築物の用途は、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第２ 条第６ 項店舗型性

風俗特殊営業と 第２ 条第７ 項無店舗型性風俗特殊営業を禁止する。

○ク レ ア モ ールに面する 建築物

の 1 階の用途は、 極カ 、 物販、

飲食、 サービスの業態と する。

〇中央通り に面する 戸建て住宅

を 除く 建築物の 1 階の用途は

極力、 店舗にする。

事前

協議

○高さ が 15 m を 超え、 又は建築面積が 1 ,0 00 ㎡を 超える建築物を 建築し よう と する場合には、 行為の

届出の前に地区の自治会及び商店街と 都市景観形成基準に関し て協議するこ と と する。

〇中央通り に面し て、 高さ 1 5m

以下、 かつ建築面積が 1 ,00 0

㎡以下の建築物を 建築し よ う

と する 場合には、 行為の届出

の前に中央通り 周辺地区の自

治会及び商店街と 都市景観形

成基準に関し て協議する こ と

と する。

都市景観形成地域　 ク レ アモール・ 八
はち まん

幡通り ・ 中央通り 周辺地区

新富町まちづく り 委員会

　 昭和5 9 年に新富町まちづく り 協議会が設立さ れ、

昭和6 3 年には「 新富町まちづく り 協定」 が制定さ

れ、 まちづく り 委員会が設置さ れまし た。

　 以下の範囲で建物の新築・ 増築・ 改築等を 計画

する際には、 協定内容と の協議調整が必要です。

　 詳細につき まし ては、 商店街にご相談く ださ い。

１ 　 適用範囲

（ １ ） 新富町１ ・ ２ 丁目全域、 およ び新富町通り

に面し て、 南へ脇田町1 1 -４ 、 1 2 -５ ま で

の敷地の範囲。

（ ２ ） ルール内の項目によ り 、 店舗のみに適用さ

れる も のと 、 全域に適用さ れる も のに分か

れる。

２ 　 連絡先

　 　 まちづく り 委員会事務局

（ 新富町商店街事務所内）

　 　  TEL: 0 4 9 -2 2 5 -5 8 4 6

その他のまちづく り ルール
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【 名称】 川越駅西口地区　

【 位置】（ 一部） 新宿町１ 丁目、 旭町１ 丁目

【 面積】 約 4 .9 ha

【 地区の概要】

　 当地区は、 川越駅西口と 国道 1 6 号を 結ぶ地域に位置し 、 都市計画道路川越駅南大塚線（ 以下「 川

越駅南大塚線」 と いう ） が地区を 縦断し ていま す。 用途地域は、 近隣商業地域と 第２ 種住居地域、

準住居地域と なっ ていますが、 住宅が主体です。 川越駅西口（ 第二工区） 土地区画整理事業によ り

都市の基盤が整備さ れ、 地区計画も 定めら れています。

【 川越駅西口地区の範囲】

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

都市景観形成地域　 川越駅西口地区

ク レ・ 八・ 中

周辺地区
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都市景観形成地域　 川越駅西口地区

沿道形成地区 住宅地区

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

敷地面積

○敷地の細分化は、 極力行わない。 やむを えず、 細分化を

行う 場合は、 狭小敷地になら ないよう に努める。

○小規模な敷地については、 でき るだけ共同化を 図るよう

に努める。

○敷地の細分化は、 極力行わな

い。 やむを えず、 細分化を 行

う 場合は、 狭小敷地になら な

いよう に努める。

位置

○主要な通り （ 2 0 ページ参照、 以下同じ ） に面する敷地に

おいては、 憩いと う るおいのある町並みと なるよう に建

築物の位置などに配慮する。

○川越駅南大塚線に面する敷地は、 歩行者の通行の快適性

を 確保するよう に１ 階の外壁面の位置に配慮する。 ただ

し 、 １ 階を店舗等にする場合に限る。

○「 川越駅西口地区都市景観形成基準地区割り 図（ 2 0 ペー

ジ） 」 の「 北側隣地境界から 壁面の位置の制限を 受ける

範囲」 において、 高さ 1 3 ｍを超える建築物を建築する場

合は、 北側隣地境界線から 建築物の壁面までの距離を 次

ページの「 北側隣地境界から 受ける壁面位置の制限」 の

と おり と する。 ただし 、 北側隣地の建物の用途が住宅以

外の場合又は北側隣地の土地及び建物の所有者の合意が

得ら れた場合は、 こ の限り ではない。

形態・ 意匠

○主要な通り に面する建築物の１ 階部分は、 質の高いウィ

ンド ウディ スプレ イ を 施すよう に努める。 ただし 、 住宅

についてはこ の限り ではない。

○建築物の高さ が1 3 ｍを 超える 場合は、 概ね1 3 ｍ部分で

分節化を図るよう に努める。

○間口幅の大きな建築物は、 分節化を図り 町並みと 調和するよう に努める。

○公共空間（ 道路や公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲の町並みや環境と の調和を 図ると

と も に、 壁面の後退や分節化などにより 、 圧迫感を与えないよう に配慮する。

○道路に面し た車両の出入口は、 必要以上に大き く なら ないよう にし 、 町並みの連続性に配慮

する。

○共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や公園等） から 洗濯物など

が見えにく く なるよう に配慮する。

○屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○屋外に設置さ れる建築設備等については、 公共空間（ 道路や公園等） から 目立たないよう な

場所への設置や目隠し の設置について配慮する。

○自然素材の使用に努める。

形態・ 意匠

のう ち

色彩の基準

○建築物の外壁や工作物の外観を 構成するも のの色彩は、 周囲の町並みや環境と の調和を 図る

と と も に、 次ページに掲げる色彩の範囲のと おり と する。

○各立面につき 、 当該面積の1 0 分の１ 以下の範囲内でアク セント 色と し て着色さ れる部分の色

彩については、 次ページに掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のは、 落ち着き のある色調を基本と する。

○多色使い又はアク セント 色の使用に際し ては、 使用する色彩相互の調和、 使用する色の数や

面積等のバラ ンスに十分配慮する。

○着色し ていない木材、 土壁（ 漆喰仕上げを 含む） 、 石材、 ガラ ス、 金属等の材料によっ て仕

上げら れる部分の色彩は、 次ページに掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○他の法令により 定めら れた色彩については、 こ の制限を受けないも のと する。

【 川越駅西口地区における都市景観形成基準】
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沿道形成地区 住宅地区

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

形態・ 意匠

のう ち

色彩の基準

＜川越駅西口地区の色彩の範囲＞

（ 数値はマンセル表色法によるマンセル値） ※無彩色（ N ） は２ 以上９ 以下

色相 明度 彩度

7 .5 R〜7 .5 Y（ 7 .5Yは含まない） 2 以上9以下 6以下

7 .5 Y〜7 .5GY（ 7 .5 GYは含まない） 2 以上9以下 4以下

7 .5 GY〜7 .5RP（ 7 .5RPは含まない） 2 以上9以下 2以下

7 .5 RP〜7 .5 R（ 7 .5 Rは含まない） 2 以上9以下 4以下

門塀・

擁壁等

○主要な通り に面する側には、 塀等を設置せず、 植栽等を

施すよう に努める。 ただし 、 住宅についてはこ の限り で

はない。

○上記以外の道路に面する側には、 生け垣等を 施すよう に

努める。 塀を 設ける場合は、 道路側に圧迫感を 与えない

よう な高さ と し 、 道路と 塀の間に植栽を 施す等の配慮を

する。

○門柱、 門扉については、 上記2 つの制限は及ばないも の

と する。

○道路に面する 側には、 生け垣

等を 施すよ う に努める 。 塀を

設ける 場合は、 道路側に圧迫

感を 与え な い よ う な 高さ と

し 、 道路と 塀の間に植栽を 施

す等の配慮をする。

○門柱、 門扉については、 上記

の制限は及ばな い も のと す

る。

仮設物
○仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、 歩行者の快適性を 考慮すると と も に、 良好な

景観を損なわないよう に、 設置場所、 形態、 色彩等に配慮する。

そ
の
他
の
基
準

夜間景観

○良質な夜間景観を演出するよう に努める。

○屋外の照明は、 周辺環境に配慮し 過剰な光が周囲に拡散し ないよう に配慮する。

○屋外の照明は、 建築物や工作物の形態・ 意匠や用途に合わせ、 それぞれにふさ わし い色温度

と なるよう に配慮する。

屋外広告物

○川越市屋外広告物条例や関係法令を遵守する。

○屋外広告物の形態・ 大き さ ・ 色彩・ 取り 付け位置等は、 建築物及び町並みに調和し たも のと

する。

○自己の用に供する看板以外の屋上広告物は設置し ないも のと する。

○屋外広告物に使用する色彩は、 こ の表の色彩の範囲と なるよう に努める。

○置看板を設置する場合は、 設置場所に配慮する。

緑化等

○既存樹木については、 できる限り 保存し 活かす。

○公共空間（ 道路や公園等） に接する部分については、 緑化を 図るなど、 空間のつながり 方に

配慮する。

自主規定（ 地域が定めた自主的な規定です。 景観法等に基づく も のではあり ません。 ）

○主要な通り に面する建築物の1 階は、 でき るだけ商業系の用途と するよう に努める。

【 北側隣地境界から 受ける壁面位置の制限】

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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都市景観形成地域　 喜
き た い ん

多院周辺地区

【 名称】 喜多院周辺地区

【 位置】（ 全部） 小仙波町１ 丁目、 ２ 丁目、 ３ 丁目、 ４ 丁目、 ５ 丁目

　 　 　 　 　 　 　 西小仙波町１ 丁目、 ２ 丁目

【 面積】 約 8 8 .7 ha

【 地区の概要】

　 当地区は、 本市の中心市街地の東部に位置し 、 喜多院を はじ めと し た多く の文化財によ り 構成さ

れる 歴史的景観、 喜多院や中院、 東照宮などと 一体と なっ て形成さ れた落ち 着いた住宅地と 県道川

越日高線沿いの商業施設等から なる 市街地的景観、 境内林や新河岸川などが見せる 自然的景観が複

合し ており 、 地域に継承さ れる活動や文化、 伝統行事と 共に地域固有の歴史的風致を 形成し ている。

【 地区の区分】

【 喜多院周辺地区の範囲】
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都市景観形成基準の解説と 配慮のポイ ント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の高さについては、周囲のまち並みとの調和を図るものとする。 

喜多院や中院の境内にある森は、本地域を緑豊かに印

象づけている、重要な景観要素です。地域のシンボルで

ある森への眺望を大切にします。 

「歴史のまち並み地区」及び「落ち着いた住宅地地区

（イ）」のうち、喜多院・中院の境内周辺の敷地では、森へ

の視線をさえぎらない高さとなるように配慮します。 

また、森が直接見えない位置にある敷地でも、景観資源

である森を尊重した規模である必要があります。 

間口の大きな建築物については、壁面の後退や分節化などにより、周囲に圧迫感を与えないよ
うに配慮する。 

間口の大きな建築物は、長大な壁面を生じると、

単調さや圧迫感を生み出す場合があります。 

色彩により低層部を分節化することにより、表情

を豊かにすることができます。 

また、エントランス部分以外の壁面を後退し、圧

迫感を軽減する工夫も考えられます。 

 

屋外に設置される建築設備等については、公共空間（道路や公園等）から目立たないような場
所への設置や目隠しの設置について配慮する。 

ゴミ置場などは建築物と一体的に計画するようにしま

す。位置は目立たない配置とし、または道路から直接

見えないように植栽等で修景します。 

室外機などの設備や、屋上に設置する設備は、目立

たない位置に配置するか、木枠やルーバーなどで直

接見えないように目隠しするのが有効です。 

 

ゴミ置場は目立たない配置と

し、道路から直接見えないよう
に植栽等で修景する。 

室外機などの修景の例 

低層部を色彩に
より分節化し、エ
ントラ ンス 部 分
以 外 の 壁 面 を
後退するなどの
工 夫 によ り、 圧
迫感を軽減して
いる。 

喜多院・ 

中院の森 

 

喜多院・中院への視線をさえぎらない高
さとなるよう配慮する。 

④ 

② 

① 

配慮のポイント 

・「歴史のまち並み地区」では３階以上、「落ち着いた住宅

地地区」では４階以上の建築物を建築しようとする場合

は、自治会等の代表者との協議により、周囲のまち並み

との調和が図られているか確認することが出来ます。 

共同住宅では、バルコニー等の形態の工夫により、公共空間（道路や公園等）から洗濯物など
が見えにくくなるように配慮する。 

③ 

中高層（階数４以上）の建築物は、遠くからでも目立ちやすいので、中高層部では生活感が見えすぎ

ないように注意が必要です。 

周囲との調和に配慮した規模のマンション 
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集合住宅において、壁面を後退させた場合は、道路境界と
の間に生垣や植栽などの緑化を施すなど、まち並みの連続
性に配慮する。 

集合住宅の壁面は大きく、まち並みへの影響も小さくありません。

まち並みの連続性を確保し、また歩く人への影響も考慮して、敷

地際は、無機質で閉鎖的な塀ではなく、生垣や植え込みとした

り、樹木を組み合わせるなどの工夫をします。 

既存樹木については、適切に管理し、できる限り保存し活かす。 

角地や道の突き当りなど、目に留まりやすい場所では、

中木や高木を配置すると印象的な街角となります。 

 

角地の敷地で、ボリュームのある樹木を
配置し、街角を印象づけている。 
 

緑をつなげる 

敷地際に植え込みを配置し、隣の敷地の外
構との連続性を確保している。 
 

緑豊かな心地よい住環境を受

け継いでいくために、敷地内を

緑化します。また、剪定などの

手入れを定期的に行い適切に

管理することも大切です。 

⑥ 

建築物には、勾配屋根を用いること、軒や庇の位置を周辺の建物と合わせることなどにより、和
の雰囲気を演出するとともに、周囲のまち並みとの調和に努める。 

歴史のまちなみ地区では、和の雰囲気が現在も残っていることか

ら、それを踏まえてデザインを工夫することが重要です。 

例えば、勾配屋根を用いたり、軒や庇の高さを揃えたりすることによ

り、周囲の建物と連続感が生まれます。 

必ず軒や庇を設けるというわけではなく、自然素材を用いることや、

壁面位置を周囲の建築物と合わせることによっても、和の雰囲気

やまち並みの一体感を演出することができます。 
軒や庇の高さを合わせると、まち並みの連

続性が印象づけられる。 
 

⑤ 

夜間景観について ⑦ 

落ち着いた夜間景観を形成するため、まぶしい光とならないような照明にしましょう。点滅などの動

きがある照明は用いないようにします。 

住宅地ではやすらぎの感じられるよう、色温度が低い色合いの光に調整します。 

⑧ 

角地やアイストップとなる場所では、特徴的なまちかどとなるように植栽等を工夫する。 ⑨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路から見える位置にある大規模な駐車場は、大きな面積を占めるアスファルトや自動車が直接見え

敷地を分割しているが、緑化のスペースを
各戸で確保している。 
 

敷地を細分化すると、緑化するための空間も小さくなってしまいます。やむなく細分化をする場合は、

道路から見える位置に緑化するための空間を確保することにより、潤いある環境づくりに取り組みます。 

（配慮のポイント） 

①道路から見える位置に、緑化するための空間を確保する 

②道路に対して住宅の壁面を揃え、駐車位置を合わせる 

③駐車する自動車の全体が見えないように、植栽を配置する 

 

喜多院や中院には、長い歴史の中で育まれてきた、地域のシンボルともいえる森があります。これら

の森からつながるようにして、住宅の敷地でも緑を育てます。 

（配慮のポイント） 

・ブロック塀の代わりに、生垣のような潤いあるものにする 

・低木だけでなく中木や高木を用いて、立体的な緑にする 

・敷地が狭い場合は、鉢植えなども上手に活用する 

喜多院の森 
 

民地の生垣 

喜多院の森に接する敷地で、生垣を設け
ることにより、緑をつなげている。 

※川越市環境政策課では、一定の基準を満たす生け垣の設置や緑化に対して、補助金を設けていますので、ご相談下さい。 

緑のない状態 生垣と中木により緑化 

間口の広い敷地では、なるべく生垣を設ける。また、通りから見て、喜多院や中院の森や、住宅の
敷地内の樹木により緑の連続性が生まれるように、高木や中木等を用いるなど緑化に努める。 

⑪ 

緑化のための空間を確保するため、敷地の細分化はなるべく避け、やむなく細分化を行う場
合であっても道路に面する部分に緑化のための空間を確保するよう努める。 

⑩ 

道路から見える敷地際や駐車場は、低木や地被類、緑化舗装等により緑化に努める。 ⑫ 

① 

③ 

② 

② 

１ 　 建築物の高さ については、 周囲のまち並みと の調和を図るも のと する。

２ 　 建築物には、 勾配屋根を用いるこ と 、 軒や庇の位置を周辺の建物と 合わせるこ と などにより 、 和の雰囲

気を演出すると と も に、 周囲のまち並みと の調和に努める。

３ 　 緑化のための空間を確保するため、 敷地の細分化はなるべく 避け、 やむなく 細分化を行う 場合であっ て

も 道路に面する部分に緑化のための空間を確保するよう 努める。

４ 　 間口の広い敷地では、 なるべく 生垣を設ける。 また、 通り から 見て、 喜多院や中院の森や、 住宅の敷地内

の樹木により 緑の連続性が生まれるよう に、 高木や中木等を用いるなど緑化に努める。

　 　 喜多院や中院の境内にある森は、 本地域を緑豊かに印象づけている、 重要な景

観要素です。 地域のシンボルである森への眺望を大切にし ます。

　 　「 歴史のまち並み地区」 及び「 落ち着いた住宅地地区（ イ ）」 のう ち、 喜多院・ 中

院の境内周辺の敷地では、森への視線をさ えぎら ない高さ と なるよう に配慮し ます。

　 　 また、 森が直接見えない位置にある敷地でも 、 景観資源である森を尊重し た規

模である必要があり ます。

　 　 歴史のまちなみ地区では、 和の雰囲気が現在も 残っ ているこ と から 、 それを

踏まえてデザインを工夫するこ と が重要です。

　 　 例えば、 勾配屋根を用いたり 、 軒や庇の高さ を揃えたり するこ と により 、 周囲

の建物と 連続感が生まれます。

　 　 必ず軒や庇を設けると いう わけではなく 、 自然素材を用いるこ と や、 壁面位置

を 周囲の建築物と 合わせるこ と によっ ても 、 和の雰囲気やまち並みの一体感を

演出すること ができます。

　 　 敷地を 細分化すると 、 緑化するための空間も 小さ く なっ てし まいます。 やむなく 細分化を する場合は、

道路から 見える位置に緑化するための空間を確保するこ と により 、 潤いある環境づく り に取り 組みます。

　 　 喜多院や中院には、 長い歴史の中で育まれてき た、 地域のシンボルと も いえる森があり ます。 こ れら の

森から つながるよう にし て、 住宅の敷地でも 緑を育てます。

※川越市環境政策課では、 一定の基準を満たす生け垣の設置や緑化に対し て、 補助金を設けていますので、 ご相談下さ い。

（ 配慮のポイ ント ）

・「 歴史のまち並み地区」 では３ 階以上、「 落ち着いた住宅地地区」 では４ 階以

上の建築物を 建築し よ う と する 場合は、 自治会等の代表者と の協議によ り 、

周囲のまち並みと の調和が図ら れているか確認する必要があり ます。

（ 配慮のポイ ント ）

①道路から 見える 位置に、 緑化す

るための空間を確保する

②道路に 対し て 住宅の壁面を 揃

え、 駐車位置を合わせる

③駐車する 自動車の全体が見えな

いよう に、 植栽を 配置する

（ 配慮のポイ ント ）

・ ブロ ッ ク 塀の代わり に、 生垣

のよう な潤いあるも のにする

・ 低木だけでなく 中木や高木を

用いて、 立体的な緑にする

・ 敷地が狭い場合は、 鉢植えな

ども 上手に活用する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地を分割しているが、緑化のスペースを
各戸で確保している。 
 

敷地を細分化すると、緑化するための空間も小さくなってしまいます。やむなく細分化をする場合は、

道路から見える位置に緑化するための空間を確保することにより、潤いある環境づくりに取り組みます。 

（配慮のポイント） 

①道路から見える位置に、緑化するための空間を確保する 

②道路に対して住宅の壁面を揃え、駐車位置を合わせる 

③駐車する自動車の全体が見えないように、植栽を配置する 

 

喜多院や中院には、長い歴史の中で育まれてきた、地域のシンボルともいえる森があります。これら

の森からつながるようにして、住宅の敷地でも緑を育てます。 

（配慮のポイント） 

・ブロック塀の代わりに、生垣のような潤いあるものにする 

・低木だけでなく中木や高木を用いて、立体的な緑にする 

・敷地が狭い場合は、鉢植えなども上手に活用する 

喜多院の森 

 

民地の生垣 

喜多院の森に接する敷地で、生垣を設け
ることにより、緑をつなげている。 

※川越市環境政策課では、一定の基準を満たす生け垣の設置や緑化に対して、補助金を設けていますので、ご相談下さい。 

緑のない状態 生垣と中木により緑化 

間口の広い敷地では、なるべく生垣を設ける。また、通りから見て、喜多院や中院の森や、住宅の
敷地内の樹木により緑の連続性が生まれるように、高木や中木等を用いるなど緑化に努める。 

⑪ 

緑化のための空間を確保するため、敷地の細分化はなるべく避け、やむなく細分化を行う場
合であっても道路に面する部分に緑化のための空間を確保するよう努める。 

⑩ 

① 

③ 

② 

② 

【 喜多院周辺地区における都市景観形成基準の解説】

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要
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都市景観形成地域　 喜
き た い ん

多院周辺地区

項目 A 歴史のまち並み地区 B 落ち着いた住宅地地区

建
築
物
及
び
工
作
物
に
関
す
る
基
準

位
置 ○道路や敷地に対する建築物の位置は、 周囲のまち並みと の調和を図るも のと する。

規
模

○建築物の高さ については、 周囲のまち並みと の調

和を図るも のと する。

○落ち着いた住宅地地区（ イ ） の範囲における建築

物の高さ については、 周囲のまち並みと の調和を

図るも のと する。

○落ち着いた住宅地地区（ ロ） の範囲における建築

物の規模及び高さ については、 周囲のまち並みと

の調和を図るも のと する。

形
態
・
意
匠

○公共空間（ 道路や河川、 公園等） への正面性に配慮し つつ、 周囲のまち並みや環境と の調和を図ると と も

に、 間口の大き き な建築物については、 壁面の後退や分節化などにより 、 周囲に圧迫感を与えないよう に

配慮する。

○共同住宅では、 バルコ ニー等の形態の工夫により 、 公共空間（ 道路や公園等） から 洗濯物などが見えにく

く なるよう に配慮する。

○屋外階段は、 建築物本体と の一体感や調和に配慮する。

○屋外に設置さ れる建築設備等については、 公共空間（ 道路や公園等） から 目立たないよう な場所への設置

や目隠し の設置について配慮する。

○自然素材の使用に努める。

○建築物には、 勾配屋根を 用いるこ と 、 軒や庇の位

置を 周囲の建物と 合わせるこ と などによ り 、 和の

雰囲気を 演出する と と も に、 周囲のまち 並みと の

調和に努める

形
態
・
意
匠
の
う
ち
、
色
彩
の
基
準

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のの色彩は、 周囲のまち並みや環境と の調和を図ると と も に、

下に掲げる色彩の範囲のと おリ と する。

○各立面につき 、 当該面積の1 0 分の１ 以下の範囲内でアク セン ト 色と し て着色さ れる 部分の色彩について

は、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○建築物の外壁や工作物の外観を構成するも のは、 落ち着きのある色調を基本と する。

○多色使い又はアク セント 色の使用に際し ては、 使用する色彩相互の調和、 使用する色の数や面積等のバラ

ンスに十分配慮する。

○着色し ていない木材、 土壁（ 漆喰仕上げを 含む） 、 石材、 ガラ ス、 金属等の材料によっ て仕上げら れる部

分の色彩は、 下に掲げる色彩の範囲は適用し ない。

○他の法令により 定めら れた色彩については、 こ の制限を受けないも のと する。

＜喜多院周辺地区の色彩の範囲＞

（ 数値はマンセル表色法によるマンセル値） ※無彩色（ N ） は２ を超え９ 未満

色相 明度 彩度

7 .5R〜7 .5Y（ 7 .5 Yは含まない）
２ を超え８ 末満 ６ 以下

８ 以上９ 末満 ２ 以下

7 .5Y〜7 .5 GY（ 7 .5GYは含まない）
２ を超え８ 末満 ４ 以下

８ 以上９ 末満 ２ 以下

7 .5GY〜7 .5 RP（ 7 .5 RPは含まない） ２ を超え８ 末満 ２ 以下

7 .5RP〜7 .5R（ 7 .5Rは含まない）
２ を超え８ 末満 ４ 以下

８ 以上９ 末満 ２ 以下

【 喜多院周辺地区における都市景観形成基準】
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項目 A 歴史のまち並み地区 B 落ち着いた住宅地地区

門
塀
・
擁
壁
等

○門塀・ 柵は周囲のまち並みと の連続性に配慮する。

○集合住宅において、 壁面を 後退さ せた場合は、 道路境界と の間に生垣や植栽などの緑化を施すなど、 まち

並みの連続性に配慮する。

○門塀・ 柵を設ける場合は、 敷地内の中木や高木が

道路側から 見える程度の高さ と する。

仮
設
物

○仮囲い等の工事用仮設物や仮設建築物などは、 歩行者の快適性を考慮すると と も に、 良好な景観を損なわ

ないよう に、 設置場所、 形態、 色彩等に配慮する。

そ
の
他
の
基
準

夜
間
景
観

○住環境の安全性の向上に配慮し 、 良質な夜間景観を演出するよう 努める。

○屋外の照明は、 周辺環境に配慮し 過剰な光が周囲に拡散し ないよう に配慮する。

○屋外の照明は、 建築物や工作物の形態・ 意匠や用途に合わせ、 それぞれにふさ わし い色温度と なるよう に

配慮する。

屋
外
広
告
物

○川越市屋外広告物条例や関係法令を遵守する。

○屋外広告物の形態・ 大きさ ・ 色彩・ 取り 付け位置等は、 まち並みに調和し たも のと する。

○大規模な広告物は禁止する。

緑
化
等

○大樹や古木の保全に努める。

○既存樹木については、 適切に管理し 、 でき る限り 保存し 活かす。

○公共空間（ 道路や河川、 公園等） に接する部分については、 緑化を図るなど、 空間のつながり 方に配慮す

る。

○角地やアイ スト ッ プと なる場所では、 特徴的なまちかどと なるよう に植栽等を工夫する。

○規模の大きな敷地は、 積極的に緑化に努める。

○緑化のための空間を確保するため、 敷地の細分化はなるべく 避け、 やむなく 細分化を行う 場合であっ ても

道路に面する部分に緑化のための空間を確保するよう 努める。

○間口の広い敷地では、 なるべく 生垣を設ける。 また、 通り から 見て、 喜多院や中院の森や、 住宅の敷地内

の樹木により 緑の連続性が生まれるよう に、 高木や中木等を 用いるなど緑化に努める。 ただし 、 店舗等の

場合はこ の限り ではない。

○落ち着いた住宅地地区（ ロ） の範囲における間口

の広い敷地では、 道路側の敷地境界は、 なるべく

生垣を設ける。

○道路から 見える 敷地際や駐車場は、 低木や地被

類、 緑化舗装等により 緑化に努める。

空
き
地
・
駐
車
場
等

○空き 地及び屋外駐車場、 駐輪場の道路に面する側は、 生垣などによる緑化に努める。

○空き 地及び屋外駐車場においては、 管理を徹底する

自主規定（ 地域が定めた自主的な規定です。 景観法に基づく も のではあり ません。 ）

項目 A 歴史のまち並み地区 B 落ち着いた住宅地地区

事
前
協
議

○３ 階以上の建築物を 建築し よ う と する場合には、

行為の届出の前に地区の自治会等と 都市景観形成

基準に関し て協議するこ と と する。

○４ 階以上の建築物を建築し よう と する場合には、

行為の届出の前に地区の自治会等と 都市景観形成

基準に関し て協議するこ と と する。

都市景観

誘導地域

ク レ・ 八・ 中

周辺地区

喜多院

周辺地区

川越十ヵ 町

地区

川越駅

西口地区
その他概　 要

—  26 —



（ １ ） 景観計画に係る屋外広告物に関する内容

【 都市景観形成地域での屋外広告物の掲出について】

　 よく ある質問 Q 1 参照のこ と 。

【 屋外広告物に関する事項（ 景観法第８ 条第２ 項第４ 号イ ）】

１ 　 基本的事項

　 　 川越市景観計画を 踏ま える と と も に、 川越市屋外広告物条例（ 平成 1 4 年条例第 4 1 号） に基づき 、

屋外広告物の表示及び掲出物件の設置について、 必要な制限を行う も のと し ます。

２ 　 行為の制限に関する事項

　 　 川越市景観計画区域における 屋外広告物の表示及び屋外広告物を 掲出する 物件の設置に関する行為の

制限に関する事項（ 景観法第８ 条第２ 項第４ 号イ ） は次のと おり と し ます。

　 ○町並みの調和や統一感を 勘案し 、 周辺景観への影響に配慮し た位置、 規模、 色彩、 デザイ ンと する。

　 ○歩行者等から の見え方に配慮する。

　 ○屋上広告や壁面広告など建築物に附帯し て掲出する 屋外広告物については、 建築物の外壁と 調和し た

色彩、 デザイ ン及び構造と する。

　 ○全国共通のデザイ ン であっ ても 、 周囲の景観と の調和に配慮し 、 背景色と 図や文字の色の反転や彩度

の調整などを考慮する。

【 安全性の確保義務】

　 屋外広告物が強風等によ り 倒壊や落下し て通行人などに被害を 与える 事故が発生し ています。 事故を 未

然に防ぐ ためにも 、 屋外広告物は十分信頼のおける 品質で、 強度的にも 余裕のある 材料を 用いて製作し て

く ださ い。 また、 架構部材や取付部分などに腐食や変形がないかなどを 定期的に点検し 、 事故を 防止する

ために万全の注意を 払っ てく ださ い。

【 地区制度】 ※令和５ 年３ 月現在、 川越市内に指定さ れた区域はあり ません。

　 川越市では、 屋外広告物条例によ り 、 屋外広告物について必要最小限の規制を し ていますが「 地域の景

観に調和し た屋外広告物」 の誘導のために、 次の２ つの地区制度があり ます。

１ 　 景観保全型屋外広告物整備地区

　 　 良好な景観を 保全するため屋外広告物の整備を 図る こ と が特に必要な地域を 指定し て 、 整備に関する

基本方針を 定めます。 その地域に適用さ れる基準よ り 厳し い基準で、 景観に調和し た屋外広告物を 誘導

する制度です。

２ 　 屋外広告物協定地区

　 　 優れた景観を 保全し 、 又はこ れから 優れた景観を 形成する ために、 その地域の関係者が締結する 自主

的な協定を 川越市が支援・ 助言する制度です。 その地域に適用さ れる許可基準より も 緩和し た内容の協

定を 締結するこ と はでき ません。

（ ２ ） よく ある質問

【 Q 1 　 屋外広告物の許可と 景観の届出が重複する場合の対応は？】

A　 川越市屋外広告物条例では許可不要で掲出可能な屋外広告物であっ ても、「 都市景観形成地域」 に屋外

広告物を 掲出し よ う と する 場合は、 形態やデザイ ン が周辺のまち 並みに調和する も のである こ と を 確認

する ため、 全ての屋外広告物において届出対象と なる ため、 届出の提出が必要です。 詳し く は事前に協

議を し てく ださ い。 詳細は右図参照

その他
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都市景観形成地域における屋外広告物の手続き フ ロー
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掲出不可

１ 　 一般広告物の場合

２ -１ 　 自家広告物の場合（ 掲出場所： ク レ・ 八・ 中周辺地区、川越駅西口地区、喜多院周辺地区）

２ -２ 　 自家広告物の場合（ 掲出場所： 川越十ヵ 町地区）

【 手続き 】 屋外広告物の許可申請

【 掲出可能規模】 1 2 ページ参照

【 手続き 】 屋外広告物の許可申請

【 掲出可能規模】 自家広告物の掲出基準※

【 手続き 】 屋外広告物の許可申請

【 掲出可能規模】 自家広告物の掲出基準※

【 手続き 】 屋外広告物の許可申請

【 掲出可能規模】 1 2 ページ参照

【 手続き 】 屋外広告物の許可申請

【 掲出可能規模】 一般広告物の掲出基準※

【 手続き 】 景観計画区域内における行為の届出

【 掲出可能規模】 自家広告物の掲出基準※

【 手続き 】 景観計画区域内における行為の届出

【 掲出可能規模】 自家広告物の掲出基準※1

【 手続き 】 景観計画区域内における行為の届出

【 掲出可能規模】 自家広告物の掲出基準※

【 手続き 】 景観計画区域内における行為の届出

【 掲出可能規模】 1 2 ページ参照※2

※　 各結果の文面は同じ でも 禁止地域の該当の有無・ 許可の可否により 、掲出可能規模が異なり ます。

「 川越市屋外広告物条例のし おり 」 参照

※「 川越市屋外広告物条例のし おり 」 参照

※１ 　「 川越市屋外広告物条例のし おり 」 参照

※２ 　 本来であれば、 自家広告物の禁止地域等以外における 基準が適用さ れますが、 川越十ヵ 町地

区では屋外広告物の基準が別途設定さ れており 、 後者の方が掲出可能な規模が小さ いため
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【 Q ２ 　 都市景観形成基準を守ら なかっ た場合に罰則はあり ますか？】

　 A　 あり ます。 具体的には以下の３ 点です。

　 ①　 届出の義務（ 景観法第 1 6 条第１ 項、 第２ 項）

　 　 　 届出を 怠っ たり 、 虚偽の届出をし たり し た場合には、 罰則が適用さ れる可能性があり ます。

　 ②　 着手制限（ 景観法第 1 8 条第１ 項）

　 　 　 届出を し てから 3 0 日間は、 届出に係る 行為に着手する こ と ができ ません。 事前に着手する と 罰則

が適用さ れる場合があり ます。

　 ③　 勧告及び変更命令（ 景観法第 1 6 条第３ 項、 第 1 7 条第１ 項）

　 　 　 基準に合わない計画の場合は、 勧告や変更命令が出さ れる場合があり ます。 変更命令に違反し た場

合は罰則が適用さ れます。

【 Q ３ 　 景観計画が策定さ れた時期はいつですか？】

　 A　 平成 2 6 年７ 月１ 日です。

【 Q ４ 　 景観計画や景観条例は景観法に関係し ますか？】

　 A　 川越市では、 景観法に基づいて「 川越市都市景観条例」 及び「 川越市景観計画」 を 策定し ています。

なお、 川越市は中核市である ため、 埼玉県の景観条例・ 景観計画ではなく 、 市独自の景観条例・ 景観

計画にて運用し ています。

【 Q ５ 　 景観の届出が完了し ていなければ、 建築確認は申請でき ませんか？】

　 A　 原則と し て、 景観の届出（ 景観法） と 建築確認（ 建築基準法） の双方の基準に適合する 必要があり

ます。 なお、 景観法は建築基準法施行令第９ 条に基づく 関係規定に含まれていないこ と から 、 建築確

認と 並行し て手続き を 進める こ と が可能です。 し かし 、 一方の手続き の内容に修正が生じ た場合、 連

動し て他方の内容にも 修正が必要と なる可能性があり ます。こ のよう な状況を 避けるため、事前の相談・

協議をお願いし ます。

【 Q ６ 　 景観の届出における着手制限の例外と なる工事はあり ますか？】

　 A　 行為着手の制限の例外と なる工事は、 景観法施行令の第 1 2 条において、「 法第 1 8 条第１ 項、 第 6 3

条第４ 項及び第 6 6 条第４ 項の政令で定める 工事は、 根切り 工事、 山留め工事、 ウェ ル工事、 ケーソ

ン工事その他基礎工事と する。」 と さ れています。

【 Q ７ 　 景観の届出にて提出する添付資料の「 届出日現在の計画地のカ ラ ー写真」 と は何ですか？】

　 A　 届出日現在の計画地の様子を 複数の視点（ 可能な限り 四方から ） から 撮影し た写真を指し ます。

【 Q ８ 　 都市景観形成基準以外に注意すべき こ と があり ますか？】

　 A　 景観への影響が大き い大規模な建築物や工作物を 建築する 際には、 周辺環境と の調和やユニバーサ

ルデザイ ン※についても 考慮する必要があり ます。

　 ※　 年齢・ 性別・ 人種・ 障害の有無等にかかわら ず、多様な人々が利用し やすいよう に考慮さ れたデザイ ン・

設計

【 Q ９ 　 自主規定における事前協議にはどの程度の期間がかかり ますか？】

　 A　 事前協議は景観の届出以前に行う 必要があり 、 特に期間を 定めている も のではあり ませんが、 ２ 〜

3 か月程度要する こ と が多く 見受けら れます。 着手制限の 3 0 日と 合わせ、 ３ 〜 4 か月程度必要と な

るこ と になるため、 余裕をも っ た計画の検討をお願いし ます。

その他
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（ ３ ） かわごえ都市景観表彰・ 川越都市景観シンポジウム

　 かわごえ都市景観表彰は、歴史と 伝統が薫る川越の景観に調和し 、今後の都市景観を形成し ていく う えで、

その先駆又は象徴と 考えら れる 建築物等に対し て表彰する も のです。 平成２ 年から 開催し 、 令和３ 年度に

は 1 6 回目を 迎えまし た。 今後は３ 年に１ 度のペースでの開催を 予定し ています。

　 表彰の対象は、 建築物、 工作物、 看板や植栽、 都市景観を 守るための行為・ 活動等、 多岐に渡っ ており 、

一般の方々から の応募によっ て、 表彰の候補作品が決定し ます。

　 その後、 良好な都市景観の形成に寄与し 、 地域の個性及び特色の伸長に資すると 認めら れるも のである

か等の基準に照ら し た選考が行われ、 川越都市景観シンポジウムに建築主（ 行為の主体）、 設計主、 施工主

の皆様を 招待のう え、 表彰式を開催し ます。

　 こ れまでの川越を 形づく っ てき た風景や自然に対し て 、 どう いっ た景観要素が加えら れ、 新たな風景を

生みだし ていく のか。 歴史ある町並みに積極的に調和し 、新たな都市構築の中でシンボルあるいはリ ーダー

と なり 、 と き には斬新な試みや提案があら われます。 年々変わり ゆく 都市にあっ て、 今後の川越ら し さ を

積み重ねていく モデルと なる素材を 顕彰するこ と により 、 まちづく り の糧にし たいと 思います。

氷川神社直会殿と 広場空間（ 第 16 回（ Ｒ ３ ） 都市景観賞）

川越都市景観シンポジウム かわごえ都市景観表彰授与式

小島家住宅（ 第 1 5 回（ Ｈ 3 0） 都市景観デザイ ン賞）

【 受賞作品例】（ 受賞当時の写真です）

【 イ ベント の様子】

平成3 0 年度

主催 : 川越都市景観プロジェ ク ト 実行員会（ 川越 市・ 川越 商工 会議 所・（ 公社 ）小 江戸 川越 観光 協会・ （ 公 社）川 越青 年会 議所 ・ 特 定非 営利 活動 法人 川越 蔵の 会・（ 株）ジ ェ イ コ ム 北関 東）

お問い合わせ： 川越市都市計画部都市景観課都市景観担当 TEL.049-224-5961（ 直通） E-m a il :to shi ke ik an @ city.k awagoe.sa itam a.j p
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◆ 手話通訳が必要な方は1月31日( 木) までにご連絡く ださ い

◆ ご来場の際は公共交通機関をご利用く ださ い
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都市景観誘導地域、 川越駅西口地区、 ク レアモール・ 八幡通り ・ 中央通り 周辺地区

川越十ヵ 町地区、 喜多院周辺地区

最終更新日： 202 4 年３ 月

お問い合わせ先　  川越市役所　 都市計画部　 都市景観課

　 住所： 〒 3 5 0 -8 6 0 1 　 川越市元町 1 -3 -1

　 電話： 0 4 9 -2 2 4 -5 9 6 1 （ 直通）

　 Fa x： 0 4 9 -2 2 5 -9 8 0 0

e-m a il： to sh ike ik an@ city .k a w ag o e .lg . j p

（ 4 ） 色彩基準表 建築物の外壁や工作物の外観を 構成するも のの色彩の範囲

※　 無彩色（ N ） は色彩基準表の彩度「 N 」 を参照
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